	退 職 金 規 程


(　例　)

農事組合法人　○○○○

（目的）

第１条　この規程は、就業規則第○条に基づき、従業員の退職金について定めたものである。

（適用範囲）

第２条　この規程において従業員とは、就業規則第○条の正社員をいう。

（退職金共済契約）

第３条　退職金の支給は、会社が各従業員について勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部（以下「共済機構」という。）との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。

（退職金共済契約の締結時期）
第４条　新たに雇い入れた従業員については、就業規則第○条定める試用期間を経過し、本採用となった月に、共済機構と退職金共済契約を締結するものとする。

２．この規程の施行前に本採用となっている従業員については、この規程の施行日に共済機構と退職金共済契約を締結するものとする。

（掛金）

第５条　退職金共済契約における掛金の額は、従業員ごとに、月額○○○○○円の掛金によって締結する。

２．前項の掛金の額は、毎年4月に従業員ごとに見直し、必要ある場合には改定する。

３．本条に定める掛金は、会社が全額を負担する。

（退職金の額）

第６条　退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められた額とする。

（退職金の支給制限）

第７条　従業員が、就業規則第○条に定める懲戒解雇された場合には、会社は共済機構に退職金の減額を申し出ることがある。

（支給方法）

第８条　退職金は、退職金共済手帳により、従業員本人が共済機構に請求し、支給を受けるものとする。

２．会社は、従業員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、本人又は遺族が遅滞なく退職金を請求できるよう、速やかに退職金共済手帳を交付するものとする。

３．前項において、従業員が死亡した場合は、その遺族に退職金共済手帳を交付する。

（全額分割支給）

第９条　以下の要件を満たし、かつ退職時に60歳以上である者は、その申出により、5年又は10年に分割して退職金を受給することができる。

（１） 5年分割を選択する場合：退職金の総額が80万円以上であること

（２）10年分割を選択する場合：退職金の総額が150万円以上であること

（一部分割支給）

第10条　以下の要件を満たし、かつ退職時に60歳以上である者は、その申出により、5年又は10年に分割して退職金の一部を受給することができる。

（１） 5年分割を選択する場合：退職金の総額が100万円以上であり、かつ分割支給対象額の総額が80万円以上、一時金払い対象額が20万円以上であること

（２）10年分割を選択する場合：退職金の総額が170万円以上であり、かつ分割支給対象額の総額が150万円以上、一時金払い対象額が20万円以上あること

（過去勤続期間の通算）

第11条　この規程の施行日から在籍している従業員については、勤続年数を考慮の上、会社が妥当と認める金額を付加する。
（改廃）

第12条　この規程は、関係諸法規の改正及び社会情勢の変化などにより必要がある場合には、従業員代表と協議の上改廃することができる。
（附則）

本規程は、平成　　年　　月　　日から施行する。
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